
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　　　　　建設局北建設事務所　　　　　　　　　　　　　（電話番号　981-5192　　　　　）

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

　令和6年11月2日の豪雨により神戸箕谷線(五辻交差点付近)において、道路下法が崩壊した。当該道路は、六甲山に位
置しており、比較的交通量が多く、周辺に代替道路がない。今回の被災により、道路下法面に大きな崩壊が発生してお
り、再度豪雨等が襲来すれば道路面まで崩壊し、通行車両に大きな被害が出る危険性があるため、早期に法面復旧、排
水処理等の対策を実施する必要がある。
　上記請負人は、過年度に当該箇所にて災害復旧工事を実施しているため現場に精通している。他にも、北管内において
多数の災害復旧工事の経験を有しており、資機材の調達等の臨機な対応や、緊急かつ確実な施工が期待できることから
選定した。

神戸箕谷線(五辻)法面緊急復旧工事

北神吉田建設株式会社
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